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(57)【要約】
【課題】個人に対応する撮像モデルの作成するためのア
プローチを対象とする。
【解決手段】コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャンの
間の患者の放射線暴露を予測するための技術が開示され
ている。さらに具体的には、本発明の実施形態は、この
ような予測をするために使用する適切な患者モデルを作
成するための効率的なアプローチ、複数シミュレーショ
ンの結果を補間することによって患者線量を予測するた
めのアプローチ、および複数のＣＴスキャン提供者が利
用可能な線量予測サービスをホストするサービス提供者
のためのアプローチを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の個人に対応する撮像モデルを作成するためのコンピュータ実施方法であって、
　撮像スキャンを受ける前記第1の個人に関する初期数学ファントムを選択するステップ
であって、前記選択するステップは、前記第1の個人の年齢および性別に基づく、ステッ
プと、
　前記第1の個人の1つまたは複数のスカウト画像を受信するステップと、
　前記初期数学ファントムにうまく一致する、体の幾何学的形状、サイズ、および位置を
有するローカライザー画像の参照セットを複数の個人から得られた画像から選択するステ
ップと、
　前記ローカライザー画像のうちの少なくとも1つと前記第1の個人の前記スカウト画像の
うちの少なくとも1つとの間の変換を決定するステップと、
　前記変換に基づいて前記初期数学ファントムを変形させるステップであって、前記変換
によりもたらされる変形された数学ファントムは、前記第1の個人のサイズ、形状、およ
び臓器の位置によりよく一致する、ステップとを含む、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記ローカライザー画像のうちの少なくとも1つと前記第1の個人の前記スカウト画像の
うちの少なくとも1つとの間の変換を決定するステップは、前記ローカライザー画像のう
ちの1つにある点のセットを個人の前記スカウト画像のうちの1つにある対応する点のセッ
トにマップする画像登録処理を実行するステップを含む、請求項1に記載のコンピュータ
実施方法。
【請求項３】
　前記撮像スキャンは、CTスキャン装置によって実行されるコンピュータ断層撮影(CT)ス
キャンである、請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記撮像スキャンおよび前記第1の個人の前記CTスキャンを実行するために使用される
前記CTスキャン装置を表すパラメーターのセットを受信するステップと、
　1人または複数の第2の個人に対応する放射線量吸収を予測するために事前に完了した複
数のシミュレーションを含むシミュレーションライブラリにアクセスするステップと、
　前記1人または複数の第2の個人に対応する前記放射線量吸収を予測するために事前に完
了した複数のシミュレーションを評価するステップと、
　前記受信したパラメーターのセットに指定された許容範囲尺度内で一致するパラメータ
ーのセットおよび前記変形された数学ファントムを有する、前記シミュレーションライブ
ラリ内の前記事前に完了した複数のシミュレーションのうちの1つについての、前記評価
に基づいた、リアルタイム検索を提供するステップと、
　前記シミュレーションライブラリ内で検索された前記事前に完了した複数のシミュレー
ションのうちの1つに関連付けられた放射線量吸収の前記予測を前記第1の個人によって吸
収される放射線量の前記予測として決定するステップとをさらに含む、請求項3に記載の
コンピュータ実施方法。
【請求項５】
　前記第1の個人によって吸収される放射線量の前記予測は、前記第1の個人の1つまたは
複数の臓器に関する臓器吸収線量の予測を提供する、請求項4に記載のコンピュータ実施
方法。
【請求項６】
　前記シミュレーションライブラリに前記パラメーターのセットおよび前記第1の個人に
よって吸収される放射線量の前記予測を記憶するステップをさらに含む、請求項4に記載
のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記第1の個人の1つまたは複数のスカウト画像を受信するステップは、
　前記CTスキャン装置を使用して、前記CTスキャンを実行することに先立って、前記第1
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の個人の二次元(2D)投影を捕獲するステップを含む、請求項3に記載のコンピュータ実施
方法。
【請求項８】
　前記初期数学ファントムは、不均一有理スプライン(NURBs)のセットを含む、請求項1に
記載のコンピュータ実施方法。
【請求項９】
　前記ローカライザー画像のうちの少なくとも1つを、前記第1の個人が受けた前記撮像ス
キャンに示されている領域中の前記初期数学ファントムと前記ローカライザー画像との決
定された類似性に基づいて、選択するステップであって、前記変換は、前記選択されたロ
ーカライザー画像と前記第1の個人の前記スカウト画像のうちの少なくとも1つとの間で決
定される、ステップをさらに含む、請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１０】
　前記撮像スキャンおよび前記第1の個人の前記CTスキャンを実行するために使用される
前記CTスキャン装置を表すパラメーターのセットを受信するステップと、
　1人または複数の第2の個人に対応する放射線量吸収を予測するために事前に完了した複
数のシミュレーションを含むシミュレーションライブラリにアクセスするステップと、
　前記1人または複数の第2の個人に対応する前記放射線量吸収を予測するために事前に完
了した複数のシミュレーションを評価するステップと、
　指定された許容範囲尺度内で前記受信したパラメーターのセットおよび前記変形された
数学ファントムに前記事前に完了した複数のシミュレーションの2つ以上が一致している
と、前記評価に基づいて、決定した場合には、前記撮像スキャンを受けている前記第1の
個人によって吸収される放射線量の前記予測を決定するために、前記2つ以上のシミュレ
ーションの放射線量の前記予測を補間するステップと
　指定された許容範囲尺度内で前記受信したパラメーターのセットおよび前記変形された
数学ファントムに一致する少なくとも2つのシミュレーションを前記複数のシミュレーシ
ョンが含んでいないと、前記評価に基づいて、決定した場合には、
　　前記変形された数学ファントムおよび前記受信したパラメーターのセットを使用して
前記撮像スキャンのシミュレーションを実施するステップと、
　　前記撮像スキャンの実施の結果として前記個人によって吸収される放射線の量を、前
記シミュレーションに基づいて、予測するステップと、
　　前記実施されたシミュレーションを前記シミュレーションライブラリに追加するステ
ップと
　をさらに含む、請求項3に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　第1の個人に対応する撮像モデルを作成するための演算を実行するように構成されるア
プリケーションプログラムを記憶するメモリとを備え、前記演算は、
　撮像スキャンを受ける前記第1の個人に関する初期数学ファントムを選択するステップ
であって、前記選択するステップは、前記第1の個人の年齢および性別に基づく、ステッ
プと、
　前記第1の個人の1つまたは複数のスカウト画像を受信するステップと、
　前記初期数学ファントムにうまく一致する、体の幾何学的形状、サイズ、および位置を
有するローカライザー画像の参照セットを複数の個人から得られた画像から選択するステ
ップと、
　前記ローカライザー画像のうちの少なくとも1つと前記第1の個人の前記スカウト画像の
うちの少なくとも1つとの間の変換を決定するステップと、
　前記変換に基づいて前記初期数学ファントムを変形させるステップであって、前記変換
によりもたらされる変形された数学ファントムは、前記第1の個人のサイズ、形状、およ
び臓器の位置によりよく一致する、ステップと
　を含む、システム。
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【請求項１２】
　プロセッサによって実行されると第1の個人に対応する撮像モデルを作成するための演
算を実行する、1つまたは複数のアプリケーションプログラムを記憶する非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体であって、前記演算は、
　撮像スキャンを受ける前記第1の個人に関する初期数学ファントムを選択するステップ
であって、前記選択するステップは、前記第1の個人の年齢および性別に基づく、ステッ
プと、
　前記第1の個人の1つまたは複数のスカウト画像を受信するステップと、
　前記初期数学ファントムにうまく一致する、体の幾何学的形状、サイズ、および位置を
有するローカライザー画像の参照セットを複数の個人から得られた画像から選択するステ
ップと、
　前記ローカライザー画像のうちの少なくとも1つと前記第1の個人の前記スカウト画像の
うちの少なくとも1つとの間の変換を決定するステップと、
　前記変換に基づいて前記初期数学ファントムを変形させるステップであって、前記変換
によりもたらされる変形された数学ファントムは、前記第1の個人のサイズ、形状、およ
び臓器の位置によりよく一致する、ステップとを含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般的に、コンピューター断層撮影（ＣＴ）スキャンの間の患者
の放射線暴露を予測するためのアプローチを対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　周知のとおり、ＣＴスキャンシステムは、電離放射線（Ｘ線）を使用して、組織、臓器
および体内の他の構造の画像を生成する。ＣＴスキャンから生じるＸ線データは、コンピ
ュータ表示スクリーン上の画像に変換されうる。例えば、ＣＴスキャンは、患者の体のス
キャン部分に対応する三次元（３Ｄ）ボリュームを作成するために使用されるデータの集
積物を提供する。３Ｄボリュームは次に、体組織の画像を作成するために、患者の体の軸
に沿って小さい間隔でスライスされる。このようなスライスは、撮像される組織または構
造に応じて、側面および横断スライスの両方（ならびに他のスライス）を含みうる。
【０００３】
　医療用撮像のためのＣＴスキャンおよび電離放射線の使用は、過去１０年間に飛躍的に
増加した。また、ＣＴスキャンなどの近代技術は、従来的Ｘ線撮像よりもはるかに詳細で
貴重な診断情報を提供する。ところが同時に、患者はかなり大量の放射線に暴露される。
例えば、典型的な胸部ＣＴは、ＣＴスキャンシステムの電圧および電流、手順を実施する
ために従うプロトコール、およびスキャンされる患者のサイズと形状によっては、従来的
胸部Ｘ線の１００～２５０倍の線量に患者を暴露させる。
【０００４】
　ＣＴスキャンの使用（および結果生じる放射線への暴露）の増加にもかかわらず、手順
の間に患者が暴露される放射線量、また重要な事には、数多くの手順にわたっての累積線
量は、一人の患者に対して定期的に追跡されるパラメーターではなく、またこれらのパラ
メーターは患者の医療記録の容易にアクセスできる部分でもない。これは一部分において
、体内の臓器および組織によって吸収される放射線量は、ＣＴ検査の一部として生きてい
る患者で直接は測定することができず、死体から得られる結果はより正確ではあるが、生
体組織の線量吸収にあまりよくは対応しないためである。
【０００５】
　同様に、現在使用される線量予測のためのアプローチも、不正確な結果を提供する。例
えば、一つのアプローチは、所定の患者を表すために、限定された数の身体撮像用ファン
トムに頼ることである。ところが、利用可能な撮像用ファントムは、ＣＴスキャンを受け
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る個人集団における人々のサイズおよび体重の幅広いばらつきを適切に表わさない。結果
として、線量が少しでも予測される例の大部分で現在行なわれているのは、シングルポイ
ント表面測定である。ところが、シングルポイント線量がどこで測定されるかによっては
、これは質が低くばらつきの大きな結果をもたらす。より一般的には、放射線暴露の表面
測定は、体内の組織、臓器および構造に対する実際の吸収の正確な測定を提供しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャン中の患者の放射線暴露を予測する
ための技術を提供する。一つの実施形態は、個人に対応する撮像モデルの作成のためのコ
ンピュータ実施方法を含む。この方法は、一般的に、画像スキャンを受ける個人のために
初期撮像用ファントムを選択すること（撮像用ファントムは一つ以上の関連ローカライザ
ー画像を持つ）および個人の一つ以上のスカウト画像を受信することを含みうる。この方
法は、撮像用ファントムに関連する一つ以上のローカライザー画像の間の変換を決定する
こと、および変換に基づいて初期撮像用ファントムを変形させることをさらに含みうる。
【０００７】
　特定の実施形態では、撮像スキャンは、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャンであり
、その他の場合では、撮像スキャンはＸ線透視スキャン、ＰＥＴスキャン、血管造影スキ
ャンなどである。この方法は、撮像スキャンおよびＣＴスキャンを実施するために使用さ
れているＣＴスキャン装置を説明する一式のパラメーターを受信すること、変形された撮
像用ファントムおよび受信した一式のパラメーターを使用して撮像スキャンをシミュレー
ションすること、およびシミュレーションに基づいて、撮像スキャンの実施の結果として
個人によって吸収される放射線量を予測することをさらに含みうる。特定の実施形態では
、シミュレーションはモンテカルロ・シミュレーションである。
【０００８】
　別の実施形態は、個人に対応する撮像モデルの作成のための方法を含む。この方法は、
コンピュータ断層撮影を受けている個人に対して初期撮像用ファントムを選択すること、
およびその個人に関連する参照ＣＴスキャンを分割して、参照ＣＴスキャンに存在するそ
の個人の複数の解剖学的ランドマークの三次元（３Ｄ）ボリュームを特定することを、一
般的に含みうる。この方法は、分割された参照ＣＴスキャンの特定された一つ以上の解剖
学的ランドマークを、初期撮像用ファントムの対応する解剖学的ランドマークに一致させ
ること、および一致させた解剖学的ランドマークに基づいて初期撮像用ファントムを変形
させることも含みうる。
【０００９】
　追加的実施形態は、プロセッサ上で実行された時に上述の方法を実施するアプリケーシ
ョンを保存しているコンピュータ可読記憶媒体、ならびにプロセッサを持つシステムおよ
び、プロセッサ上で実行された時に上述の方法を実施する企業情報資産管理アプリケーシ
ョンプログラムを保存しているメモリを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　上述の態様が達成される方法は、詳細に理解することができ、上記に簡単に要約した本
発明の実施形態のより具体的な説明は、添付図面を参照することによって行なわれうる。
ところが、添付図面は典型的な実施形態発明のみを例示し、したがって、本発明は他の同
様に効果的な実施形態を認めうることから、その範囲を制限しないことに注意すべきであ
る。
【図１】図１は、本発明の一つの実施形態による、ＣＴスキャンシステムおよび、患者放
射線量の予測を提供するように構成された関連コンピューティングシステムの例を図解す
る。
【図２】図２は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンデータを取得するために使用され
る撮像システムの例を図解する。
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【図３】図３は、一つの実施形態による、累積患者放射線量の予測および追跡に使用され
る線量予測システムの例を図解する。
【図４】図４は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンから生じる患者の放射線量を予測
するのに適切なモデルを作成するための方法を図解する。
【図５Ａ】図５Ａは、一つの実施形態による、変形可能ファントムを表す例示画像を図解
する。
【図５Ｂ】図５Ｂは、一つの実施形態による、図５Ａで示されたファントムに対応する人
体の一部の二次元（２Ｄ）参照画像の例を図解する。
【図６】図６は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンから生じる患者の放射線量を予測
するのに適切なモデルを作成するための別の方法を図解する。
【図７】図７は、一つの実施形態による、患者の対応するＣＴスライスに重ね合わせたフ
ァントムのスライスの例を図解する。
【図８】図８は、一つの実施形態による、患者の対応する横断ＣＴスライスに重ね合わせ
た撮像用ファントムの横断スライスの例を図解する。
【図９】図９は、一つの実施形態による、ＣＴ画像分割および撮像用ファントムの臓器ボ
リュームの変位の例を図解する。
【図１０】図１０は、一つの実施形態による、複数ＣＴスキャン提供者に対して患者線量
予測を提供するための線量予測サービスの方法を図解する。
【図１１】図１１は、一つの実施形態による、複数のＣＴスキャン提供者をサポートする
ように構成された患者線量予測サービスシステムのコンピューティングインフラの例を図
解する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態は、一般的に、コンピューター断層撮影（ＣＴ）スキャン中の患者の
放射線暴露を予測するためのアプローチを対象とする。さらに具体的には、本発明の実施
形態は、このような予測をするために使用する適切な患者モデルを作成するための効率的
なアプローチ、複数シミュレーションの結果を補間することによって患者線量を予測する
ためのアプローチ、および複数のＣＴスキャン提供者が利用可能な線量予測サービスをホ
ストするサービス提供者のためのアプローチを提供する。下記に詳述されるように、線量
管理システムは、モダリティにまたがる放射線量を追跡し、意味があり簡単に理解できる
フォーマットで医師に情報を提示するための単一システムを提供する。診断的撮像試験を
指示する際の累積線量の日常的考慮は、より情報に基づいた決定プロセスにつながり、究
極的には患者の安全とケアに利益をもたらす。
【００１２】
　一つの実施形態では、ＣＴスキャンを受けている所定の患者のモデル化をするために仮
想撮像用ファントムが作成される。仮想撮像用ファントムは、ＣＴスキャンの放射線にさ
らされている患者のサイズ、形状、および／または臓器の位置をより良く一致させるよう
に既存の数学ファントムを変形させることによって作成される。初めに、例えば、患者の
年齢および性別に基づいて数学ファントムを選択しうる。その患者のスカウト画像ローカ
ライザーを分析することで得られる変換を使用して選択された数学ファントムを変形させ
ることにより、患者個別の幾何学的形状を達成しうる。この文脈では、当業者であれば理
解できるように、「ローカライザー」とは患者の２Ｄ画像投射（典型的には前面／後面Ｘ
線画像および／または側部Ｘ線画像）を一般的にさす。このようなアプローチでは、選択
された数学ファントムは、それ自体のローカライザー画像一組を持ちうる。所定の仮想フ
ァントムに対する参照画像は、そのファントムの幾何学的形状、サイズおよび位置（例え
ば、腕を上げているか体側につけているか）に一致するように選択され、複数の個人から
得られた画像から選択されうる。
【００１３】
　次に画像登録技術を使用して、患者のローカライザー画像の点を、仮想ファントムに関
連する参照画像の点にマップする。こうすることで、その患者の幾何学的形状によりうま
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く一致するように仮想ファントムを変形させるために使用できる一連の変換がもたらされ
る。類似のアプローチは、ファントムに対して３Ｄデータ（選択されたＣＴスキャン）の
参照セットを使用すること、および３Ｄ画像登録技術を使用して所定の患者のＣＴスキャ
ンの点を、所定のファントムに関連する参照ＣＴスキャンの点にマップすることを伴う。
【００１４】
　同様に、患者のＣＴスキャンの関心臓器、組織、または構造に対応するＣＴスキャン中
の３Ｄボリュームを特定するために、画像分割を使用しうる。３Ｄボリュームは境界ボッ
クス、または臓器などを表すと考えられるさらに正確な３Ｄボリュームでありうる。一旦
特定されると、ファントム中の臓器の位置と患者のＣＴスキャンの対応位置との間で、変
位が決定される。（２Ｄ／３Ｄ画像登録技術でのように）個別の画像点を対象とする代わ
りに、画像分割アプローチは、仮想ファントムおよび所定の患者からの変換を決定するた
めに、データ点としてＣＴ画像からのより大きな３Ｄボリュームを使用することにより機
能する。
【００１５】
　これらのそれぞれの例では、結果得られるハイブリッドファントムは、無修正ファント
ムだけよりも、線量シミュレーションに使用するための特定の患者についてはるかに正確
な数学的表現を提供する。一旦、変換が決定されたら、ハイブリッド仮想ファントムを使
用して、患者に対する所定のＣＴ手順をシミュレートしうる。例えば、仮想ファントムの
臓器吸収線量を予測するために、良く知られたモンテカルロ・シミュレーション技術が開
発されている。このようなシミュレーション技術は、臓器吸収線量の正確な予測値を計算
するために、（所定の患者に対する変換後として）仮想ファントムに加えて、ＣＴスキャ
ナーモデルおよび実行される手順に関連する多くの設定を使用する。例えば、ＣＴスキャ
ナーは、ｋＶｐ（すなわちピーク管電圧）、Ｘ線発生装置ターゲット角、ファン角度、コ
リメーション、スライスの厚さ、焦点から軸までの距離、平坦フィルター（材料および厚
さ）、およびビーム成形フィルター（材料および幾何学的形状）を使用してモデル化でき
る。もちろん、これら（および他のパラメーター）は、特定の例のニーズに合わせるため
に、利用可能である場合または必要に応じて選択されうる。
【００１６】
　ところが、モンテカルロ・シミュレーションを使用した臓器吸収臓器線量の予測は、実
際のＣＴスキャンを実施するのに必要な時間よりはるかに長い、かなりの量の計算時間を
必要とすることがある。多くの撮像施設でのＣＴスキャンの高い利用度を考えると、合計
累積線量の予測が所定の最大値を超えない場合は、この遅れは扱いやすいものではない。
所定の手順を実行する前に予測が使用されない場合であっても、患者線量の予測が、手順
を行なうのに必要な時間と比較的同じ時間で決定できない限り、シミュレーションが実施
されている現在のスキャンからますます遅れるので、所定のスキャンシステムに対する線
量予測の記録を維持することは厄介となる。この問題は、複数の撮像施設に対してクラウ
ドで線量予測サービスを主催しているＳａａＳ提供者にとっては飛躍的に大きくなる。
【００１７】
　従って、一つの実施形態では、所定の手順に対して決定される患者線量の予測は、２つ
（またはそれ以上の）過去に完了されたシミュレーションの間で補間することによって生
成されうる。「近い」シミュレーションが利用できない場合は、次にハイブリッド仮想フ
ァントム、ＣＴスキャナーおよび手順データを、実施する完全モンテカルロ・シミュレー
ションの待ち行列に加えうる。時間と共に、シミュレーションの大きなライブラリにより
、手順がスケジュールされ実施される時にリアルタイムで線量予測を提供することが可能
となる。こうすることにより、所定の患者の累積線量を捕獲すること、および累積線量限
度を観察することができる。
【００１８】
　さらに、一つの実施形態では、線量予測を実施し、計算されたシミュレーションのライ
ブラリを維持し、モンテカルロ・シミュレーションを実行するために、サービスとしての
ソフトウェア（ＳａａＳ）またはクラウド提供者モデルを使用しうる。このような場合、
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ＣＴスキャン提供者は、ＳａａＳ提供者に所定のＣＴ手順のパラメーターを提供しうる。
例えば、選択された仮想ファントム、ならびに特定の個人およびＣＴ手順の実施に使用さ
れる機器およびプロトコールに合わせたハイブリッドファントムを作成するために使用す
る変換を、ＳａａＳ提供者に提供するために、撮像センターのクライアントソフトウェア
（または安全なウェブベースのポータルでも）を使用しうる。一旦受け取られると、サー
ビス提供者は、ライブラリから適切なシミュレーションを選択して補間し、患者臓器吸収
線量の予測を撮像センターに返送できる。
【００１９】
　重要な点は、ＳａａＳ提供者は、ＣＴスキャンを受ける所定の個人または患者について
の実際の識別情報を受信する必要がないということである。代わりに、ＳａａＳ提供者は
、仮想ファントムおよびＣＴシステム／手順に関連する情報のみを受信する。結果として
、サービス提供者の業務は、個人健康情報のプライバシーに関連するさまざまな法律およ
び／または規則の順守を必要としない可能性がある。さらに、複数の撮像センターに対し
て線量予測を提供することにより、結果得られるシミュレーションライブラリは、単一撮
像センターで実施されたスキャン手順のみから作成されたシミュレーションライブラリよ
りも、より多様化し、補間のための候補を見つけられる可能性がはるかに高くなる。また
さらに、シミュレーションライブラリおよびモンテカルロ・シミュレーションの中央化に
より、クラウドベースのサービスを使用してすべての撮像センターで共有されるファント
ム、モンテカルロ・シミュレーション・エンジン、および補間技術の改善が可能となる。
最後に、このアプローチでは、累積線量を特定の患者に結びつける情報の維持を撮像セン
ターに任せる。そのため実際の患者データが、それぞれの個別提供者にとどまることが可
能となる。同時に、もちろんＳａａＳ提供者は、例えば、ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎ
ｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（ＤＩＣＯＭ）、
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ（ＰＡＣＳ）、Ｈｅａｌｔｈ　Ｌｅｖｅｌ　Ｓｅｖｅｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ（ＨＬ７）基準、ＩＣＤ－９、ＩＣＤ－１０診断および手順コードなどを含む、画像
・データ交換のためのさまざまな標準プロトコールを使用して、撮像センターと通信しう
る。
【００２０】
　さらに、以下の記述は本発明の実施形態を参照する。ところが、本発明は特定の記述実
施形態によって制限されないことが理解されるべきである。その代わり、異なる実施形態
に関連しているかどうかに関わらず、以下の機能および要素の任意の組み合わせが、本発
明の実施および実践のために企図される。さらに、本発明の実施形態は、他の可能な解決
策および／または従来技術を超える利点を達成しうるが、特定の利点が所定の実施形態に
よって達成されるかどうかは、本発明を制限しない。従って、以下の態様、機能、実施形
態および利点は例示のみであり、請求項で明示的に記述されている場合を除いて、添付請
求項の要素または制限とは見なされない。同様に、「本発明」への言及は、本明細書に開
示された任意の発明主題の一般化として解釈されないものとし、請求項で明示的に記述さ
れている場合を除いて、添付請求項の要素または制限とは見なされないものとする。
【００２１】
　当業者であれば理解できるように、本発明の態様は、システム、方法またはコンピュー
タプログラム製品として具現化されうる。従って、本発明の態様は、完全なハードウェア
実施形態、完全なソフトウェア実施形態（ファームウェア、レジデントソフトウェア、マ
イクロコードなどを含む）またはソフトウェアとハードウェア態様を組み合わせた実施形
態の形態を取ることがあり、これらはすべて一般的に本明細書では「回路」、「モジュー
ル」または「システム」として言及されうる。さらに、本発明の態様は、その上にコンピ
ュータ可読プログラムコードを持つ一つ以上のコンピュータ可読媒体に具現化されている
コンピュータプログラム製品の形態を取りうる。
【００２２】
　一つ以上のコンピュータ可読媒体の任意の組み合わせを利用しうる。コンピュータ可読
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媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体でありうる。コンピ
ュータ可読記憶媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁気的、赤外、または半導
体システム、機器または装置、または前述の任意の適切な組み合わせでありうるが、これ
に限定されない。コンピュータ可読記憶媒体のさらに具体的な例は、一つ以上のワイヤー
を持つ電気的接続、ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯ
Ｍまたはフラッシュメモリ）、光ファイバー、ポータブルコンパクトディスク読み出し専
用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光記憶装置、磁気記憶装置、または前述の任意の適切な組み
合わせを含みうる。本文書の文脈では、コンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム
、機器または装置によって、またはこれと関連して使用するためのプログラムを含むまた
は保管できる任意の有形媒体でありうる。
【００２３】
　図のフローチャートおよびブロック図は、本発明のさまざまな実施形態による、システ
ム、方法およびコンピュータプログラム製品の可能な実施のアーキテクチャ、機能性およ
び動作を図解する。この点で、フローチャートまたはブロック図の各ブロックは、モジュ
ール、コードのセグメントまたは部分を表す場合があり、これは指定された論理機能を実
施するための一つ以上の実行可能命令を含む。一部の代替的実施では、ブロックに記述さ
れた機能は、図に記述の順序とは異なる順序で起こりうる。例えば、連続して示される２
つのブロックは、関与する機能性に応じて、実際は実質的に同時に実行されたり、または
ブロックは時には逆の順序で実行されうる。ブロック図および／またはフローチャート図
解の各ブロック、およびブロック図および／またはフローチャート図解のブロックの組み
合わせは、指定された機能または動作を実施する特殊目的のハードウェアベースのシステ
ム、または特殊目的のハードウェアとコンピュータ命令の組み合わせによって実行できる
。
【００２４】
　本発明の実施形態は、クラウドコンピューティングインフラを通してエンドユーザーに
提供されうる。クラウドコンピューティングとは、一般的に、ネットワーク上のサービス
としての拡張可能なコンピューティング資源の提供をさす。さらに正式には、クラウドコ
ンピューティングは、コンピューティング資源とその基本的技術アーキテクチャ（例えば
、サーバ、ストレージ、ネットワーク）の間の抽象化を提供するコンピューティング能力
として定義することができ、最小の管理努力またはサービス提供者の相互作用で迅速に提
供およびリリースできる設定可能なコンピューティング資源の共用プールへの、便利でオ
ンデマンドのネットワークアクセスを可能にする。従って、クラウドコンピューティング
は、コンピューティング資源を提供するために使用される基本的物理的システム（または
これらのシステムの所在地）を考慮せずに、ユーザーが、「クラウド」中の仮想コンピュ
ーティング資源（例えば、ストレージ、データ、アプリケーションおよび完全な仮想化コ
ンピューティングシステムでも）にアクセスすることを可能にする。
【００２５】
　典型的には、クラウドコンピューティング資源は利用回数制料金でユーザーに提供され
、ユーザーは実際に使用したコンピューティング資源（例えば、ユーザーによって消費さ
れたストレージスペースの量またはユーザーによって作成された仮想化システムの数）に
対してのみ請求される。ユーザーは、クラウドにある任意の資源にいつでも、インターネ
ット上のどこからでもアクセスできる。本発明の文脈では、サービス提供者は、予測およ
び報告の両方の視点における患者の予測を撮像センターに提供しうる。例えば、仮想ファ
ントムおよびＣＴデータをクラウドベースの提供者に提出するために、線量予測インター
フェースを使用しうる。
【００２６】
　図のフローチャートおよびブロック図は、本発明のさまざまな実施形態による、システ
ム、方法およびコンピュータプログラム製品の可能な実施の構造、機能性および動作を図
解する。この点で、フローチャートまたはブロック図の各ブロックは、モジュール、コー
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ドのセグメントまたは部分を表す場合があり、これは指定された論理機能を実施するため
の一つ以上の実行可能命令を含む。一部の代替的実施では、ブロックに記述された機能は
、図に記述の順序とは異なる順序で起こりうることにも注意すべきである。例えば、連続
して示される２つのブロックは、関与する機能性に応じて、実際は実質的に同時に実行さ
れたり、またはブロックは時には逆の順序で実行されうる。ブロック図および／またはフ
ローチャート図解の各ブロック、およびブロック図および／またはフローチャート図解の
ブロックの組み合わせは、指定された機能または動作を実施する特殊目的のハードウェア
ベースのシステム、または特殊目的のハードウェアとコンピュータ命令の組み合わせによ
って実行できることにも注意する。
【００２７】
　さらに、下記の本発明の特定の実施形態は、一式の撮像の線量予測を提供するためにク
ライアントサーバ・アーキテクチャを使用するコンピュータ断層撮影ＣＴスキャンの特定
の例に依存する。ところが、当然ながら、本明細書に記述された技術は、画像検査法（例
えば、ＰＥＴスキャン、従来的Ｘ線撮像、および蛍光透視法および血管造影法など）の一
部として限定された放射線に個人を暴露することに頼るその他の医療撮像技術との使用の
ために適合されうる。
【００２８】
　図１は、本発明の一つの実施形態による、ＣＴスキャン環境１００および、患者放射線
量の予測を提供するように構成された関連コンピューティングシステムの例を図解する。
図示のとおり、ＣＴスキャン環境１００は、ＣＴスキャンシステム１０５、撮像システム
１２５、および線量予測システム１３０を含む。さらに、線量予測システム１３０は、撮
像用ファントム１３２およびシミュレーションライブラリ１３４のデータベースを含む。
【００２９】
　周知のように、ＣＴスキャナー１０５は、被験者１２０にＸ線源１１０からのＸ線を照
射するために使用される装置を提供する。Ｘ線源１１０から放射されるＸ線は、Ｘ線が通
過する物質の密度およびタイプに応じて、被験者１２０の組織、臓器および構造を異なる
割合で通過する（この一部はこのような組織、臓器および構造によって吸収される）。リ
ング１１５と共に配置されるセンサーが、被験者１２０を通過する放射線量を検出する。
結果得られるセンサー情報は、撮像システム１２５に渡される。撮像システム１２５は、
ＣＴスキャナーから取得されたセンサーデータから画像を受信、保管、作成するように構
成されたコンピューティング装置を提供する。
【００３０】
　撮像システム１２５は、オペレーターが所定のＣＴ手順を行うことに加えて、ＣＴスキ
ャンの実行から得られたデータを受信することを可能にする。例えば、撮像システム１２
５は、線源１１０から放射されたＸ線をブロックする能力に基づいて、さまざまな体の構
造に「窓」を設けるように構成されうる。ＣＴスキャン画像（しばしば「スライス」と呼
ばれる）は、典型的には軸または横断面に対して、体の長軸に垂直になされる。ところが
、ＣＴスキャナー１０５は、撮像データをさまざまな平面に、または構造のボリューム（
３Ｄ）表現として再フォーマットすることを可能にしうる。ＣＴスキャンが一旦実施され
たら、ＣＴスキャナー１０５によって作成された撮像データは保存することができ、結果
得られるスキャン画像を再検討または他の方法で評価することが可能となる。一つの実施
形態では、撮像データは、良く知られているＤＩＣＯＭ基準を使用してフォーマットされ
、ＰＡＣＳリポジトリに保存される。
【００３１】
　一つの実施形態では、線量予測システム１３０は、コンピューティングシステムおよび
、所定のＣＴスキャンを受けている所定の患者に対する患者吸収線量を予測するように構
成されたソフトウェアアプリケーションを提供する。このような予測は、予測的意味（す
なわち、スキャンを実施する前）で行なわれるが、事後にも行なわれうる。
【００３２】
　予測例では、線量予測システム１３０は、ＣＴスキャンを行なう前に患者線量の予測を
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提供しうる。さらに一つの実施形態では、線量予測システム１３０は、設定可能閾値に基
づいて、自動的にアラートを生成するように構成されうる。アラートの生成に対する基準
は、所定の患者または手順についての年齢、性別、ＩＣＤ９／ＩＣＤ１０コード化、およ
び他の情報（例えば、指定された累積線量限度）を考慮できる規則エンジンを使用しうる
。より一般的には、線量閾値は、線量モニタリングに対する任意の法的、制度的、または
治療要件を反映するために十分なほど柔軟でありうる。一つの実施形態では、結果得られ
る線量予測は、撮像センター、病院、または他の提供者によって維持される患者の医療記
録／履歴の一部として保存されうる。
【００３３】
　さらに、線量閾値は、適切な医師に送られるインシデント・レポートを作成するために
随意に使用されうる。インシデント・レポートは、手順の説明および規則または閾値を超
える線量予測に加えて、医師の介入または決断に対する背景を提供するために必要な補足
情報を含みうる。一つの実施形態では、このようなレポートは、カスタマイズ可能なＸＭ
Ｌテンプレートを使用して印刷／電子メール送信されうる。
【００３４】
　撮像用ファントム１３２は、ヒト組織、臓器、構造などの部分の一般に認められた数学
的モデルを提供しうる。例えば、撮像用ファントム１３２は、人体（またはその一部）の
三次元（３Ｄ）モデルを作成するために使用される一式の不均一有理スプライン（ＮＵＲ
ＢＳ）を提供しうる。または、撮像用ファントムは、空間領域構成法（ＣＳＧ）または他
の数学的表現を使用して表現されうる。連例および性別に基づいて個人に一般的に合わせ
るために、異なる撮像用ファントム１３２を提供しうる。ところが、上述のように、年齢
および／または性別のみに基づいて選択された撮像用ファントムの仮想幾何学的形状およ
び体形は、ＣＴ手順を受ける実際の人のサイズ、形状および臓器位置に対応しうる（また
は対応しないことがある）。従って、一つの実施形態では、線量予測システム１３０は、
特定の患者によりよく合わせるために仮想ファントムを変形させるように構成されうる。
仮想撮像用ファントム１２２を変形させるための実施形態例が、より詳細に以下に記述さ
れている。
【００３５】
　特定の個人に合わせるように撮像用ファントムが一旦変形されると、線量予測システム
１３０は、所定のＣＴスキャン手順から生じる第一の過去の線量付与量を予測するために
シミュレーションを実施しうる。例えば、一つの実施形態では、線量予測に達するために
、ＣＴスキャンパラメーター、ＣＴ手順パラメーター、および変形ファントムを使用して
、ＣＴモンテカルロ・シミュレーションを実施しうる。ところが、他のシミュレーション
も使用しうる。所定の線量予測シミュレーションの結果は、シミュレーションライブラリ
１３４に保存されうる。
【００３６】
　例えば、ＣＴスキャナーは、Ｘ線管電流および電圧、ＣＴスキャナーモード、ｋＶｐ、
Ｘ線発生装置ターゲット角、ファン角度、コリメーション、スライスの厚さ、焦点から軸
までの距離、平坦フィルター（材料および厚さ）、およびビーム成形フィルター（材料お
よび幾何学的形状）に基づいて、シミュレーションのためにパラメーター化されうる。シ
ミュレーションプロセスにはさまざまなアプローチが使用されうるが、一つの実施形態で
は、「Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂｒｅｍｓｓｔｒａｈｌｕｎｇ　Ｘ－ｒａｙ　ｓ
ｐｅｃｔｒａ　ｏｖｅｒ　ａｎ　ｅｎｅｒｇｙ　ｒａｎｇｅ　１５　ＫｅＶ　ｔｏ　３０
０　ＫｅＶ（エネルギー範囲１５　ＫｅＶ～３００　ＫｅＶでの制動放射Ｘ線スペクトル
の計算）」　Ｗ．　Ｊ．　Ｉｌｅｓ，　Ｒｅｇｎｅ　Ｕｎｉｔ．　ＮａｔｉｏｎａｌＲａ
ｄｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｂｏａｒｄ，　ＮＲＰＢ，　１９８７に
記述されているように、Ｘ線スペクトルをモデル化するために、ｋＶｐ、ターゲット角お
よびフィルター化が使用される。
【００３７】
　さらに、焦点から軸までの距離は、Ｘ線源から回転軸までの距離を決定し、ファン角度
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はビームがスライス平面上にどのくらい広がるかを決定する。もちろん、これら（および
他のパラメーター）は、特定の例のニーズに合わせるために、利用可能である場合または
必要に応じて選択されうる。しかし典型的には、ファントムで定義された各解剖学的領域
に対して、エネルギー付与はスライスごとに保存される。ＣＴＤＩｖｏｌファントムの正
規化シミュレーションを各ＣＴモデルに対して実施しうる。各解剖学的領域の塊と組み合
わされたこのスライスごとのエネルギー付与情報は、所定のスキャン領域の各領域への吸
収線量を計算するために十分なものである。
【００３８】
　ところが、典型的には、モンテカルロ・シミュレーションは、完了するために、ＣＴス
キャンの実施そのものよりもはるかに長い処理時間を必要とする。従って、一つの実施形
態では、線量予測システム１３０は、シミュレーションライブラリ１３４の２つ（または
それ以上）のシミュレーションの間を補間することによって線量を予測する。例えば、既
存の多変量散乱補間を使用して、シミュレーションデータの第一パスの患者線量を計算し
うる。患者線量情報は、より適切なシミュレーションが追加されるにつれて改良される。
同様に、これらのスキャナーの較正測定値および仕様が取得された際は、して新しいスキ
ャナーモデルをシミュレーションライブラリ１３４に追加しうる。
【００３９】
　シミュレーションライブラリ１３４は、モンテカルロ・シミュレーション結果のデータ
ベースを提供する。一つの実施形態では、シミュレーションライブラリ１３４は、サポー
トされている医療撮像スキャナー（例えば、ＣＴ、ＲＦ、ＸＡ撮像モダリティーなど）の
一群に対して、一式のファントムへの線量／エネルギー付与に関する情報を、個別の患者
に対して供給時および変形済みの両方として保存する。一つの実施形態では、シミュレー
ションライブラリ１３４は、所定の取得パラメーター、患者の記述、およびスキャン領域
を前提として、線量分布のリアルタイム検索および／または計算を提供するために使用さ
れる。
【００４０】
　述べたとおり、シミュレーションライブラリ１３４は、追加的モンテカルロ・シミュレ
ーションが完了されるにつれて、経時的に自動拡張されうる。例えば、ＣＴスキャン検査
を行なうにつれて、実施のためのシミュレーションを待ち行列に追加しうる。データ点が
まばらに存在する領域のシミュレーションに優先度が与えられうる。こうすることにより
、補間するためのシミュレーションを特定する確率が改善される、すなわち、シミュレー
ションライブラリ１３４によって網羅されるシミュレーション「空間」が改善される。同
様に、より多くのシミュレーションがシミュレーションライブラリ１３４で利用可能にな
るほど、所定の例で補間すべきシミュレーションを選択するための閾値がより厳格になり
、線量予測の正確さの向上につながる。
【００４１】
　ＣＴスキャン環境１００の一部として図１には示されているが、線量予測システム１３
０（およびファントム１３２とライブラリ１３４）は、ＣＴスキャン環境１００によって
、あるいはそこからアクセスされるホストサービスとして提供されうることに注意すべき
である。例えば、撮像センターは、ホスト線量予測提供者とやり取りを行なうために、撮
像システム１２５上のクライアントインターフェース（例えば、安全なウェブポータルま
たは専用クライアントアプリケーション）を使用しうる。このような実施形態の例を、図
１１および１２に関して以下にさらに詳細に記述する。
【００４２】
　図２は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンデータを取得し、患者線量の予測を管理
するために使用される撮像システム１２５の例を図解する。図示のとおり、撮像システム
１２５は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）２０５、ＣＴシステムインターフェース２１４、
ネットワークインターフェース２１５、インターコネクト２１７、メモリ２２５およびス
トレージ２３０を含むがこれに限定されない。撮像システム１２５は、入出力装置２１２
（例えば、キーボード、ディスプレーおよびマウス装置）を撮像システム１２５に接続す
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る入出力装置インターフェース２１０も含みうる。
【００４３】
　ＣＰＵ２０５は、メモリ２２５に保存されたプログラム命令を読み出して実行する。同
様に、ＣＰＵ２０５は、メモリ２２５にあるアプリケーションデータを保存して読み出す
。インターコネクト２１７は、ＣＰＵ２０５、入出力装置インターフェース２１０、スト
レージ２３０、ネットワークインターフェース２１５およびメモリ２２５間のプログラム
命令およびアプリケーションの伝送を促進する。ＣＰＵ２０５は、単一ＣＰＵ、複数ＣＰ
Ｕ、複数の処理コアを持つ単一ＣＰＵなどを代表するように含まれる。またメモリ２２５
は、一般的に、ランダムアクセスメモリを代表するように含まれる。ストレージ２３０は
、ディスク記憶装置でありうる。単一ユニットとして示されているが、ストレージ２３０
は、ディスクドライブ、固体記憶装置（ＳＳＤ）、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ
）、またはストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）などの、固定および／または着脱可
能な記憶装置の組み合わせでありうる。さらに、ストレージ２３０（またはストレージリ
ポジトリへの接続）は、ヘルスケア環境（例えばＰＡＣＳレポジトリ）に関連するデータ
ストレージのためのさまざまな基準に適合しうる。
【００４４】
　図示のとおり、メモリ２２０は、撮像制御コンポーネント２２２、画像記憶コンポーネ
ント２２４、および線量予測インターフェース２２６を含む。さらに、ストレージ２３５
、撮像プロトコール２３２およびアラーム閾値２３４を含む。撮像制御コンポーネント２
２２は、撮像プロトコール２３２によって指定されるように所定のＣＴスキャン手順を実
施するために使用されるソフトウェアアプリケーションに対応する。撮像プロトコール２
３２は、一般的に、特定のスキャンモダリティーを使用して特定のＣＴ手順を実施するた
めの位置、時間、および持続時間を指定する。画像記憶コンポーネント２２４は、所定の
ＣＴ手順を実施する間に派生する画像およびＣＴデータを保存するように構成されている
か、またはこのような画像およびデータを保存するために適切なストレージリポジトリと
相互作用するソフトウェアを提供する。例えば、ＣＴスキャンデータは、ＴＣＰ／ＩＰ接
続で（ネットワークインターフェースを介して）ＰＡＣＳリポジトリへ／から送信されう
る。
【００４５】
　線量予測インターフェース２２６は、特定のＣＴ手順からもたらされうる患者線量の予
測を得るために、線量予測システム１３０と相互作用するように構成されたソフトウェア
コンポーネントを提供する。記述されているように、一つの実施形態では、線量予測イン
ターフェース２２６は、ＣＴ撮像環境の現地のシステムと相互作用しうる。ところが、代
替的実施形態では、線量予測インターフェース２２６は、ホストサービス提供者と相互作
用しうる。このような場合、インターフェース２２６は、患者線量の予測の請求をホスト
サービス提供者に送信しうる。さらに、このような請求は、撮像用ファントム、そのファ
ントムに対する変換、およびＣＴスキャン機器と所定の撮像スキャンに対して従うプロト
コールを示しうる。いずれの場合も、予測的意味で使用される時（すなわち、手順を実施
する前）、患者線量の予測は、所定の手順が実施される前にアラームが発せられるべきか
どうかを決定するためのアラーム閾値および規則と比較されうる（例えば、所定の患者、
臓器または体の部分に対して、所定の手順が累積線量限度を超える（または超える可能性
が高い）ことを示すアラーム）。
【００４６】
　図３は、一つの実施形態による、累積患者放射線量の予測および追跡に使用される線量
予測システム１３０の例を図解する。図示のとおり、線量予測システム１３０は、中央処
理ユニット（ＣＰＵ）３０５、ネットワークインターフェース３１５、インターコネクト
３２０、メモリ３２５およびストレージ３３０を含むがこれに限定されない。線量予測シ
ステム１３０は、入出力装置３１２（例えば、キーボード、ディスプレーおよびマウス装
置）を線量予測システム１３０に接続する入出力装置インターフェース３１０も含みうる
。
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【００４７】
　ＣＰＵ　２０５と同様、ＣＰＵ３０５は、単一ＣＰＵ、複数ＣＰＵ、複数処理コアを持
つ単一ＣＰＵなどを代表するように含まれ、メモリ３２５は、一般的にランダムアクセス
メモリを代表するように含まれる。インターコネクト３１７は、ＣＰＵ３０５、入出力装
置インターフェース３１０、ストレージ３３０、ネットワークインターフェース３１５お
よびメモリ３２５間でプログラム命令およびアプリケーションを伝送するために使用され
る。ネットワークインターフェース３１５は、例えば、線量予測に対する撮像システムか
らの請求を受信するために、通信ネットワークを介してデータを伝送するように構成され
る。ハードディスクドライブまたは固体（ＳＳＤ）記憶ドライブなどのストレージ３３０
は、非揮発性データを保存しうる。
【００４８】
　図示のとおり、メモリ３２０は、線量予測ツール３２１を含み、これは一式のソフトウ
ェアコンポーネントを提供する。例示的に、線量予測ツール３２１は、モンテカルロ・シ
ミュレーション・コンポーネント３２２、シミュレーション選択コンポーネント３２４、
画像登録／分割コンポーネント３２６、および線量補間コンポーネント３２８を含む。お
よびストレージ３３０は、撮像用ファントムデータ３３２、ＣＴ撮像プロトコール３３４
およびシミュレーションライブラリ３３６を含む。
【００４９】
　モンテカルロ・シミュレーション・コンポーネント３２２は、撮像用ファントムデータ
３２２および特定のＣＴ撮像機器一式および指定された撮像プロトコール３３４を使用し
たシミュレーションに基づいて、患者放射線量を予測するように構成される。述べたとお
り、一つの実施形態では、撮像用ファントムデータ３３２は、所定の患者の身体的特徴に
よりよく合うように変形またはその他の方法で変換されうる。
【００５０】
　画像登録／分割コンポーネント３２６は、そのファントムを使用してモンテカルロ・シ
ミュレーションを実施する前に、撮像用ファントムデータ３３２を変形させるための変換
一式を決定するように構成されうる。例えば、画像登録／分割コンポーネント３２６は、
画像登録技術を使用して、ファントムに関連する参照またはローカライザー画像と共に、
患者のスカウトローカライザー画像を評価しうる。画像登録は、２つの画像を共通座標系
に整列させるプロセスである。画像登録アルゴリズムは、２つの画像の間の対応を設定す
るための変換一式を決定する。一旦、患者のスカウト画像とファントムの参照画像との間
の変換が決定されると、ファントムを変形させるために同じ変換を使用しうる。このよう
な変形は、患者に対応させるために、仮想ファントムの幾何学的形状を縮小拡大、平行移
動および回転しうる。
【００５１】
　別の実施形態では、患者の臓器、組織および解剖学的構造のサイズおよび相対的位置を
特定するために、画像分割が使用される。このような場合、臓器（または他の関心構造）
に対応すると考えられる幾何学的形状堆積を特定するために、患者の利用可能なＣＴスキ
ャンデータを分割しうる。例えば、一つの実施形態では、特定の臓器または構造を含むと
考えられる境界ボックスを特定するために、画像分割を使用しうる。臓器または構造に対
応するより確定的な３Ｄボリューム領域を提供するために、他の分割アプローチを使用し
うる。一旦特定されたら、仮想ファントムの対応臓器（または関心構造）の幾何学的形状
を変位させるためにこの情報を使用する。
【００５２】
　線量予測サーバ１３０の一部として示されているが、一つの実施形態では、画像登録／
分割コンポーネント３２６は撮像システム１２５の一部であるか、またはそうでなければ
、撮像施設のコンピューティングインフラの一部であることに注意すべきである。そうす
ることで、線量予測サービスを主催している提供者が、撮像施設でＣＴスキャンを受けて
いる患者を特定するために使用されうる情報を受信することなく、所定の仮想ファントム
を変形させるための変換を受信することが可能となる。このアプローチは、保護された健
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康情報または医療記録を処理する事業体に関連する特定の法的または規制要件を単純化（
または除外）しうる。
【００５３】
　モンテカルロ・シミュレーションの完了後、結果得られる患者線量の予測、ならびにシ
ミュレーションコンポーネント３２２に提供されるパラメーターは、シミュレーションラ
イブラリ３３５に保存される。そして、線量補間コンポーネント３２８は、完全なモンテ
カルロ・シミュレーションを実施することなく、シミュレーションライブラリ３３５のシ
ミュレーションから患者線量の予測を決定するために使用される。こうすることで、シミ
ュレーション選択コンポーネント３２４は、ＣＴスキャンのパラメーター、ＣＴスキャン
を実施するために使用される機器、および特定の個人を表現するように変形された撮像用
ファントムを比較しうる。この情報は、補間する２つ（またはそれ以上）のシミュレーシ
ョンのセットを特定するために使用される。さまざまなアプローチを使用しうるが、一つ
の実施形態では、選択コンポーネント３２４は、変形されたファントム、ＣＴ手順、およ
びＣＴ機器を、シミュレーションライブラリ３３５にあるものと比較するために、距離測
定値を使用しうる。一つの実施形態では、上位２つ（またはＮ個）の選択肢が、補間のた
めに選択される。または、指定された閾値内の全体的に類似した測定値を持つシミュレー
ションが、補間のために選択される。このような場合、閾値を上下に調整することによっ
て、シミュレーションが補間のために使用される。
【００５４】
　検査のためのスキャナーおよび患者を記述するパラメーター一式（ｋＶｐ、ターゲット
角、ガントリー傾斜、身長、体重など）を前提として、システムは各変数に対してカスタ
マイズ可能な許容範囲を設定することができる（例えば、実際のｋＶｐはシミュレーショ
ンの１０ｋＶ以内である）。シミュレーションを検索する時、すべての所定のパラメータ
ーに対して許容範囲内のシミュレーションのみが、計算に組み入れられる。一つの実施形
態では、シミュレーション結果は、既知のシェパード法を使用して補間されうる。シミュ
レーション結果セットに渡る標準偏差は、不確実性の尺度として使用される（例えば、使
用された５つのシミュレーションセットについては、胸への吸収線量のＳＤは０．２　ｍ
Ｓｖであり、肝臓への吸収線量のＳＤは０．１５　ｍＳｖである）。
【００５５】
　図４は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンから生じる患者の放射線量を予測するの
に適切なモデルを作成するための方法４００を図解する。さらに具体的には、方法４００
は、画像登録技術が仮想ファントムを変形させるために使用される実施形態の例を示す。
図示のとおり、方法４００はステップ４０５で始まり、ここでは線量予測ツールが事前マ
ップされたローカライザー画像を持つ仮想ファントムを選択する。述べたとおり、仮想フ
ァントムは、問題のＣＴスキャン手順を受けている個人の年齢および性別に基づいて選択
されうる。ステップ４１０では、線量予測ツールが、線量測定を実施している個人のスカ
ウト画像を受信する。スカウト画像は、完全ＣＴ手順を実施する前にＣＴスキャンシステ
ムによって取得される前面／後面および／または側方スカウト画像など、個人の２Ｄ画像
投影を提供する。または、スカウト画像は、ＣＴスキャンの前手順の一部として取得され
る個人の３Ｄボリュームでありうる。ステップ４１５で、選択された仮想ファントムを変
形させるための使用に対応する、事前マップされたローカイザー画像が取得される。事前
マップされた画像は、スキャンされる患者の関連領域に基づいて選択されうる。例えば、
胸部ＣＴスキャンを受ける（または受けた）患者では、選択された参照画像は、仮想ファ
ントムにうまく一致する体の幾何学的形状を持つ個人のこの領域を描写しうる。
【００５６】
　図５Ａは、一つの実施形態による、変形可能ファントムを表す例示画像を図解する。図
示のとおり、画像５００は、仮想画像ファントムの前面／後面表示５０１および側面表示
５０２を提供する。表示５０１および５０２に図示のとおり、このファントムの幾何学的
形状は、肋骨５０５、脊椎５１５および脚５２２を表す骨構造を含む。さらに、表示５０
１および５０２は、胃５１０および腎臓５１５を含む臓器を表す幾何学的形状を含む。（
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表示５０１および５０２に図示のとおり）仮想ファントムは、ヒトの臓器、組織および構
造のサイズ、形状および位置のおおまかな近似値を提供する。
【００５７】
　明らかに実際の人体構造のおおまかな近似値であるが、仮想ファントムは、線量吸収の
かなり正確な予測を提供するものとして一般的に認められている。図５Ｂは、一つの実施
形態による、図５Ａで示されたファントムに対応する人体の一部の２Ｄ参照画像の例を図
解する。図示のとおり、参照画像の骨、組織、臓器の相対的位置、サイズ、形状は、仮想
ファントムの対応位置とうまく一致する。
【００５８】
　方法４００を再び参照すると、ステップ４２０で、線量予測ツールは、患者のスカウト
画像と仮想ファントムを表すために使用された参照画像との間の変換を決定するために、
画像登録プロセスを実施する。画像登録の結果が、２Ｄスカウトローカライザーの点から
参照画像の点へ（またはその逆）のマッピングとなる。同様に、患者の３Ｄスカウト画像
（すなわち、現在または以前のＣＴスキャン）の例では、３Ｄ画像登録技術は、患者の３
Ｄスカウト画像の点と３Ｄ座標空間のファントムに対応する参照画像の点との間でマップ
しうる。
【００５９】
　ステップ４２５で、この同じ変換は、仮想ファントムを表す幾何学的形状を変形させる
ために使用される。画像登録プロセスから得られる変換を使用して仮想ファントムを変形
させることによって、仮想ファントムの幾何学的形状によって表されるサイズ、形状およ
び臓器の位置は、より正確に実際の患者の幾何学的形状に一致する。例えば、図５Ｂに示
される参照画像および患者のスカウトローカライザーを使用した画像登録プロセスの実施
は、図５Ａに示される仮想ファントムを変形させるために使用できる変換を提供する。変
形された仮想ファントムは、所定のＣＴ手順から生じる臓器吸収線量を予測するために使
用されうる。つまり、モンテカルロ・シミュレーションから得られる線量予測は、患者に
合わせてあり、複数スキャンにわたって患者線量を予測するために使用された時は、より
正確であり、より一貫性がある。
【００６０】
　図６は、一つの実施形態による、ＣＴスキャンから生じる患者の放射線量を予測するの
に適切なモデルを作成するための別の方法を図解する。さらに具体的には、方法６００は
、画像分割技術が仮想ファントムを変形させるために使用される実施形態の例を示す。方
法４００と同様、方法６００は、例えば、患者の年齢および性別に基づいて、線量予測ツ
ールが変形させる撮像用ファントムを選択することから始まる（ステップ６０５）。とこ
ろが、患者の２Ｄ画像ローカライザーを読み出す代わりに、線量予測ツールは、患者のあ
る部分の３Ｄスキャンボリューム（例えば、以前の胸部および腹部ＣＴからのＣＴスキャ
ン）を受信する（ステップ６１０）。一旦、取得されると、画像ボリュームの組織、臓器
、構造または他のランドマークを特定するために画像分割が使用される（ステップ６１５
）。さまざまな利用可能な分割アプローチが使用できるが、一つの実施形態では、画像分
割は、それぞれの特定された臓器または構造を取り囲む最小境界ボックスを提供する。
【００６１】
　ステップ６２０で、線量予測ツールは、ＣＴスキャン分割で特定された臓器および他の
解剖学的ランドマーク（例えば、骨の位置）を、仮想ファントムの対応ランドマークと一
致させる。例えば、図７は、一つの実施形態による、仮想ファントムの対応するＣＴスラ
イスに重ね合わせたＣＴスキャンの例示スライスを図解する。この例では、仮想ファント
ムスライス７００は、ファントムによって囲まれたボリュームを表す線７０２に加えて、
心臓７０１、肺７０３、脊椎７０４、および上腕骨７０５を含む。ところが、仮想ファン
トムの心臓および肺臓器の場所および位置は、ＣＴに示されるこれらの臓器の位置にうま
く対応しない。例えば、（７０６の）肺の空間領域は、ファントムの肺７０２臓器のサイ
ズまたは位置と一致しない。同様に、ファントムの境界線７０２は、患者にうまく対応し
ない。従って、線量を予測するためにこのファントムを使用すると、ファントムはこの患
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者の大量の脂肪組織を説明しないので、実際に起こるであろうものよりもはるかに大きな
線量吸収が得られる。
【００６２】
　その一方で、ファントムの他のランドマークは患者とよく整列する。例えば、脊椎およ
び腕は、ファントム（脊椎７０４、上腕骨７０５）とＣＴの両方でほぼ配列されている。
従って、ステップ６２５で、線量予測システムは、一致した解剖学的または構造的ランド
マークに基づいて、３Ｄ変位マップを決定する。
【００６３】
　例えば、図７で、ファントムスライス７００は、未修正または未変形ファントムを示し
、ファントムスライス７１０は、図６の方法を使用して変位した後（または図４の方法に
よる画像登録技術を使用して変形された後）の同じファントムスライスを示す。
【００６４】
　ファントムスライス７１０に図示のとおり、特定された臓器ボリュームおよび特定の患
者の変位を使用して変形された後、境界線７０２'は患者ＣＴスキャンの輪郭により近く
なり、ファントムの肺７０３'および心臓７０１'は、スキャンでのこれらの臓器の位置を
より良く反映するように変位される。それに加えて、脊椎および上腕骨などの他の解剖学
的ランドマークは、同じ一般位置にとどまる。スライス７００に示される撮像用ファント
ムは、スライス７２０の患者の対応ＣＴスキャンスライスに重ね合わせて示されている。
同様に、スライス７１０に示される変形されたファントムは、スライス７３０の患者の対
応ＣＴスキャンスライスに重ね合わせて示されている。
【００６５】
　図６を再び参照すると、ステップ６３０で、線量予測ツールは、仮想ファントムの変位
された臓器、組織および構造のラスタライズされた３Ｄ表現を作成する。上述のように、
仮想ファントムは、一連の不均一有理スプライン（ＮＵＲＢＳ）として説明される一方、
ＣＴデータは典型的には、「ボクセル」（「体積要素」の略称）と呼ばれる一連の３Ｄ座
標シングルポイント値として表され、ボクセルはピクセルのコンセプトを三次元に拡張し
、一群のＮＵＲＢまたはＣＳＧデータを「ボクセル化する」ために既知のさまざまなアプ
ローチが利用できる。これにより、ＮＵＲＢまたはＣＳＧデータの幾何学的または数学的
表現が、ボクセル値の３Ｄ配列に変換される。一つの実施形態では、ステップ６３０（ボ
クセル化ステップ）は、（ＮＵＲＢまたはＣＳＧベースの）数学的ファントムでのモンテ
カルロ・シミュレーションでしばしば問題となる不連続性を避けるために実施される。さ
らに、速度の改善を達成するために、ボクセルベースモデルは、ＧＰＵベースの計算方法
によく適している。
【００６６】
　ラスタライズされたファントムが一旦作成されると、所定のＣＴ手順から生じる臓器吸
収線量を（このような手順を実施する前または後のいずれかで）予測するためにそれを使
用しうる。画像分割アプローチと同様、分割アプローチを使用して変形されたファントム
を使用して実施される線量予測は、患者に合わせられており、個別および複数スキャンの
両方に対して、より正確でより一貫性のある用量測定をもたらす。
【００６７】
　図８は、一つの実施形態による、患者の対応する横断ＣＴスライスに重ね合わせた撮像
用ファントムの横断スライスの例を図解する。この例では、横断表示８００は、図７の表
示７１０に対応し、横断表示８５０は図７の表示７３０に対応する。横断表示は、縦軸画
像を作成するために個別スライスの直線部分を複合することによって作成される。図示の
とおり、横断表示８００および８０５は、患者の重ね合わせＣＴ画像にない構成要素（例
えば、脳８０１および腎臓８０２）を含む、長さ全体の図を提供する。表示８００に図示
のとおり、仮想ファントムの境界８１０は、患者の輪郭（すなわち、患者の皮膚で囲まれ
た体のサイズ）にうまく対応しない。ところが、表示８５０では、ファントムの境界８１
５は、この患者の参照ＣＴスキャンデータとよりうまく一致するように変位されている。
同様に、内部臓器、構造および他の組織も変位されうる。
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【００６８】
　重要なことには、この例は、患者のＣＴスキャンデータの一部ではない仮想ファントム
の要素に対して変位が起こりうることを示している。例えば、表示８５０の腎臓８０２'
の変位位置によって図示のとおり、腎臓８０２は、ＣＴスキャンデータが利用可能な他の
臓器の動きによって変位されうる。さらに、この例は、ＣＴスキャンデータが利用可能な
場合であっても、患者線量を予測するためには仮想ファントムが必要であることを示す。
これは、この例のＣＴスキャンは胸部および腹部に限定されていたが、Ｘ線散乱は、この
患者の脳、腎臓および他の臓器および組織による一部の吸収をもたらすために起こる。言
い換えると、仮想ファントムは、所定のＣＴスキャンまたは手順の一部として撮像されな
い臓器に対する臓器線量吸収を予測するために必要である。
【００６９】
　図９は、一つの実施形態による、ＣＴ画像分割および撮像用ファントムの臓器ボリュー
ム置換の別の例を図解する。この例では、推測に対応するＣＴボリューム９００は、さま
ざまな臓器（例えば、肝臓９０５、胆嚢９１０、および右副腎９１５）の分割画像位置を
表す境界ボックス一式を含む。さらに、ボリューム９００は、ＣＴスキャンデータの画像
分割に基づいた、これらの臓器の変位を表す矢印を示す。この特定の例では、肝臓９０５
は右下方に変位されている一方、胆嚢９１０は、上方かつ肝臓９０５の正面に変位されて
おり、右副腎９１５は左上の、前は肝臓９０５によって占められていた空間に移動されて
いる。さらに、この例では、臓器は境界ボックスによって表され、幾何学的重心に基づい
て変位される。ところが、代替的実施形態では、（ファントムまたは患者のＣＴ画像デー
タのいずれかに対する）画像分割は、臓器、組織または体の構造の要素を表すより正確な
幾何学的ボリュームを提供する。このような場合、変位は、臓器の質量重心に基づく（例
えば、肝臓の重心は、質量に基づいて片側に局在する）か、または所定の臓器ボリューム
のトポロジーを主要因とする他のアプローチに基づきうる。
【００７０】
　この例で説明されるように、ファントムの一つの臓器（例えば、肝臓９０５）を、ＣＴ
参照スキャンのその対応位置に基づいて変位させると、結果として他の臓器（例えば、胆
嚢９１０および右腎臓９１５）の変位を必要としうる。これは、線量予測分析を実施する
ためにファントムが使用される時、二つの臓器は明らかに同じ物理的ボリュームを占有し
ないために起こる。従って、一つの実施形態では、線量予測ツールは、「定常状態」に達
するまで、臓器、組織または構造を変位させうる。
【００７１】
　図４および６に示された実施形態の例は、仮想ファントムを変形させるために、別々に
、または互いに併用して使用しうることに注意すべきである。特定のアプローチまたは選
択されたアプローチの組み合わせは、利用可能な撮像用ファントム、マップされた２Ｄお
よび／または３Ｄ画像に基づいて、また所定の患者のローカライザースカウト画像および
／または以前のＣＴスキャンデータの可用性およびタイプに基づいて、特定の例のニーズ
に合うように適合されうる。
【００７２】
　一つの実施例では、クラウド提供者は、線量予測を実施するために使用されるホストシ
ステムを作り、計算されたシミュレーションのライブラリを維持する事に加えて、その上
新しい例でシミュレーションライブラリを増大させるために、モンテカルロ・シミュレー
ションを実行する。例えば、図１０は、複数ＣＴスキャン提供者に対して患者線量予測を
提供するための線量予測サービスの方法１０００を図解する。
【００７３】
　図示のとおり、方法１０００は、線量予測サービスが、画像ファントム（または画像フ
ァントムに対する参照）に加えて、２Ｄまたは３Ｄ画像登録変換または３Ｄボリューム変
位場およびファントムボクセル化を受信する、ステップ１００５で始まる。代替的実施形
態では、線量予測サービスは、２Ｄまたは３Ｄ画像登録プロセスまたは上述のＣＴ場変位
技術から生じる変換されたＮＵＲＢＳなど、変形されたファントムを記述するデータを受
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信しうる。
【００７４】
　ステップ１０１０では、線量予測サービスは、ＣＴスキャンシステムのパラメーターお
よび患者に対して実施された（または実施される予定の）ＣＴスキャンの撮像計画を受信
する。患者、スキャン機器およびＣＴスキャン提供者のパラメーターが一旦受信されたら
、線量予測サービスは、変換されたファントム、ＣＴスキャンシステムパラメーターおよ
び撮像計画が一致する二つ（またはそれ以上）のシミュレーションを特定しうる（ステッ
プ１０１５）。提供者は、各変数に対してカスタム化可能な設定許容範囲を設定できる（
例えば、実際のｋＶｐはシミュレーションの１０ｋＶ以内）。さらに、シミュレーション
を評価して、所定のパラメーターのすべて（または特定のセット）に対して許容範囲内の
シミュレーションのみが計算に取り込まれる。一つの実施形態では、シミュレーション結
果は、既知のシェパード法を使用して補間されうる。シミュレーション結果セットに渡る
標準偏差は、不確実性の尺度として使用される（例えば、使用された５つのシミュレーシ
ョンセットについては、胸への吸収線量のＳＤは０．２　ｍＳｖであり、肝臓への吸収線
量のＳＤは０．１５　ｍＳｖである）。
【００７５】
　ステップ１０２０で、線量予測サービスは、ステップ１０１５で特定された一致するシ
ミュレーションがパラメーターの許容範囲内であるか（または他の閾値または基準を満た
すか）どうかを決定する。範囲内でない場合は、画像ファントム（および変形／変換）お
よび受信されたパラメーターが、シミュレートする患者／スキャナー／画像計画シナリオ
の待ち行列に加えられる（ステップ１０２５）。述べたとおり、シミュレーションは、変
形されたファントムに基づいて個別の患者、およびＣＴスキャナーおよび較正／設定デー
タに基づいて特定の撮像施設の両方に対して適合された臓器吸収線量の予測を決定するた
めに、モンテカルロ・シミュレーションを使用しうる。
【００７６】
　ところが、ＳａａＳ提供者のシミュレーションライブラリが大きくなるにつれ、ほとん
どの請求は補間するシミュレーションのセットを特定できるはずである。ステップ１０３
０で、線量予測サービスは、特定の患者および関連するＣＴスキャン手順に対する臓器吸
収線量を予測するために、ステップ１０１５で特定された一致シミュレーションを使用し
て、多変数散乱補間を実施する。このような分析は、完全なモンテカルロ・シミュレーシ
ョンよりもはるかに迅速に実施することができ、線量予測が、所定の撮像施設で実施され
る一連の手順に遅れを取らず、さらに（例えば累積線量限度を超えないことを確実にする
ために）所定の手順と同時に提供されることが可能になることに注意すべきである。一つ
の実施形態では、現在使用されている多変数散乱補間法は、「シェパード法」と呼ばれる
。この方法の例は、Ｓｈｅｐａｒｄ，　Ｄｏｎａｌｄ　（１９６８）．「Ａ　ｔｗｏ－ｄ
ｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｉｒ
ｒｅｇｕｌａｒｌｙ－ｓｐａｃｅｄ　ｄａｔａ．」Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　１９６８　ＡＣＭ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．　ｐｐ．　５１７-
５２４に記述されている。
【００７７】
　ステップ１０３５で、補間プロセスが一旦完了すると、線量予測は請求システム（例え
ば、撮像施設でコンピューティングシステム上で実行されている線量予測クライアントプ
ログラム）に戻される。クライアントで、線量管理システムは検査レベルまで患者臓器相
当線量、有効線量、ＣＴＤＩ、ＤＬＰ、ＤＡＰを追跡する。この情報はまた、所定の患者
の履歴に対して、臓器相当線量、有効線量、ＣＴＤＩ、ＤＬＰ、ＤＡＰの累積的追跡を提
供するために、要約される。さらに、この情報の集約は、一人当たりの臓器相当線量、患
者有効線量、ＣＴＤＩ、ＤＬＰ、ＤＡＰの機関全体の提示を提供するために使用される。
従って、線量予測サービスは、撮像施設に幅広い［ｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｓｅｎｔｅｎ
ｃｅ］を提供しうる。この同じ情報は、線量予測システムの地域事例を実行する撮像施設
も利用できる。
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【００７８】
　図１１は、一つの実施形態による、複数のＣＴスキャン提供者をサポートするように構
成された患者線量予測サービスシステムの例示コンピューティングインフラ１１００を図
解する。図示のとおり、線量予測サービス１１３０を主催しているクラウドベースの提供
者１１２５は、線量予測の請求をネットーワーク１１２０上で撮像施設１１０５１－２か
ら受信する。各撮像施設１１０５で、患者に対する撮像サービスを提供するためにＣＴシ
ステム１１１０が使用される。撮像／線量クライアント１１１５は、患者線量の予測を請
求・受信するために、線量予測サービス１１３０と通信し、ここで線量予測は手順および
患者に基づいて適合される。述べたとおり、請求は、ＣＴ手順、スキャン機器およびモダ
リティに対するパラメーター、および特定の患者の体形態に基づいて変形されたファント
ム（またはファントムを変形させるために使用された変換）を含みうる。
【００７９】
　線量予測サービス１１３０で、シミュレーションライブラリ１１３５は、請求中のデー
タおよびＣＴスキャナーおよび手順のモジュール（図１１に示されるファントム／ＣＴシ
ステムデータ１１４０）を使用して患者線量を補間するためのシミュレーションを選択す
るために使用される。補間のために良いシミュレーション候補が利用可能でない場合は、
サービス１１３０は、実行するシミュレーションの待ち行列に請求を加えうる。次に、請
求に応じてモンテカルロ・シミュレーションが実施され、所定の患者に対する患者線量の
予測と撮像手順の両方に加えて、ライブラリ１１２５に追加する新しいシミュレーション
データ点を提供する。
【００８０】
　有利なことに、本発明の実施形態は、ＣＴ（および他の）Ｘ線技術から生じる放射線量
を予測するためのさまざまな技術を提供する。記述されているように、画像登録技術およ
び／または画像分割技術は、個人の体のサイズと形状により正確に一致するハイブリッド
撮像用ファントムを作成するために使用されうる。そうすることで、シミュレーションか
ら決定される線量予測の正確性が改善される。つまり、結果得られるハイブリッドファン
トムは、無修正ファントムだけよりも、線量シミュレーションに使用するための特定の患
者のはるかに正確な数学的表現を提供する。
【００８１】
　一旦、変換が決定されたら、ハイブリッド仮想ファントムを使用して、患者に対する所
定のＣＴ手順をシミュレートしうる。例えば、仮想ファントムの臓器吸収線量を予測する
ために、モンテカルロ・シミュレーション技術を使用しうる。このようなシミュレーショ
ン技術は、臓器吸収線量の正確な予測値を計算するために、（所定の患者に対する変換後
として）仮想ファントムに加えて、ＣＴスキャナーモデルおよび実行される手順に関連す
る多くのパラメーターを使用する。ところが、モンテカルロ・シミュレーションを使用し
た臓器吸収臓器線量の予測は、実際のＣＴスキャンを実施するのに必要な時間よりはるか
に長い、かなりの量の計算時間を必要とすることがある。従って、一つの実施形態では、
所定の手順に対して決定される患者線量の予測は、２つ（またはそれ以上の）過去に完了
されたシミュレーションの間で補間することによって生成されうる。「近い」シミュレー
ションが利用できない場合は、次にハイブリッド仮想ファントム、ＣＴスキャナーおよび
手順データを、実施する完全モンテカルロ・シミュレーションの待ち行列に加えうる。時
間と共に、シミュレーションの大きなライブラリにより、手順がスケジュールされ実施さ
れる時にリアルタイムで線量予測を提供することが可能となる。こうすることにより、所
定の患者の累積線量を捕獲すること、および累積線量限度を観察することができる。さら
に、一つの実施形態では、ＳａａＳ提供者は、複数の撮像施設に提供される線量予測サー
ビスを主催する。このような場合、サービス提供者は、撮像提供者のために線量予測を補
間するのに使用するためのシミュレーションの堅固なライブラリを持ちうる。
【００８２】
　前述は本発明の実施形態を対象としているが、本発明のその他およびさらなる実施形態
は、その基本的範囲から逸脱することなく考案でき、その範囲は、以下の請求項によって
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決定される。

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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